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○
消
防
庁
告
示
第　
　
　

号 

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
ハ
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ

き
、
駐
車
の
用
に
供
さ
れ
る
部
分
に
設
け
る
泡
消
火
設
備
の
う
ち
、
当
該
部
分
に
お
け
る
火
災
の
拡
大
を
初
期
に
抑
制

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
性
能
等
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。 

令
和
七
年　
　

月　
　

日 

消
防
庁
長
官　

大
沢　
　

博 

第
一　

趣
旨 

こ
の
告
示
は
、
消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条

第
一
項
第
二
号
ハ
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
駐
車
の
用
に
供
さ
れ
る
部
分
に
設
け
る
泡
消
火
設
備
の
う
ち
、
当

該
部
分
に
お
け
る
火
災
の
拡
大
を
初
期
に
抑
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
性
能
及
び
放
射
す
る
泡
水
溶
液
の
数
量

の
割
合
の
基
準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

第
二　

駐
車
の
用
に
供
さ
れ
る
部
分
に
設
け
る
泡
消
火
設
備
の
う
ち
、
当
該
部
分
に
お
け
る
火
災
の
拡
大
を
初
期
に
抑

制
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
性
能 

規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
ハ
た
だ
し
書
の
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
性
能
は
、
次
の
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で

 

に
掲
げ
る
試
験
方
法
に
よ
り
第
四
号
の
基
準
に
適
合
す
る
性
能
と
す
る
。

一　

フ
ォ
ー
ム
ヘ
ッ
ド　

 

別紙４

天風 松下
長方形
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別
図
第
一
に
示
す
よ
う
に
配
置
し
、
取
付
け
高
さ
の
上
限
の
高
さ
に
設
置
す
る
こ
と
。

二　

泡
放
射 

泡
水
溶
液
の
濃
度
を
下
限
濃
度
、
放
射
圧
力
（
別
図
第
二
に
示
す
整
流
筒
で
測
定
し
た
放
射
時
に
お
け
る
静
圧

を
い
う
。
）
を
最
低
圧
力
（
設
計
圧
力
の
下
限
値
を
い
う
。
）
と
し
、
放
射
す
る
泡
水
溶
液
の
数
量
の
割
合
を
設

計
上
の
泡
水
溶
液
の
床
面
積
一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
放
射
量
の
下
限
値
（
三
・
七
リ
ッ
ト
ル
毎
分
以
上
に
限

る
。
第
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
こ
と
。 

三　

火
災
模
型 

別
図
第
一
に
示
す
よ
う
に
配
置
し
た
縦
一
・
〇
メ
ー
ト
ル
、
横
二
・
〇
メ
ー
ト
ル
、
深
さ
〇
・
二
メ
ー
ト
ル
の

長
方
形
の
鋼
板
製
燃
焼
火
皿
に
水
を
六
十
リ
ッ
ト
ル
入
れ
、
そ
の
上
に
自
動
車
用
ガ
ソ
リ
ン
又
は
ノ
ル
マ
ル
ヘ
プ

タ
ン
を
六
十
リ
ッ
ト
ル
入
れ
た
火
災
模
型
と
す
る
こ
と
。 

四　

消
火 

前
号
に
示
す
模
型
に
点
火
し
て
予
燃
焼
時
間
一
分
を
経
過
し
た
後
、
放
射
を
開
始
し
て
一
分
三
十
秒
以
内
に
消

火
す
る
こ
と
。 

第
三　

放
射
す
る
泡
水
溶
液
の
数
量
の
割
合 

規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
ハ
た
だ
し
書
の
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
数
量
の
割
合
は
、
第
二
に
定
め
る
試
験
方

法
に
よ
り
必
要
と
さ
れ
る
消
火
性
能
を
有
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
泡
消
火
設
備
の
設
計
上
の
泡
水
溶
液
の
一
平
方
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メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
放
射
量
の
下
限
値
以
上
と
す
る
こ
と
（
第
二
に
定
め
る
試
験
方
法
に
よ
り
当
該
泡
消
火
設
備
が

必
要
と
さ
れ
る
消
火
性
能
を
有
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
試
験
に
お
い
て
使
用
し
た
泡
水
溶
液
と
同
一
の
も
の
を
放
射

す
る
場
合
に
限
る
。
）
。 

附　

則 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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別
図
第
一　

消
火
試
験
（
第
二
第
一
号
及
び
第
三
号
関
係
） 

（
単
位　

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
） 
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別
図
第
二　

整
流
筒
（
第
二
第
二
号
関
係
） 

（
単
位　

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
） 

 


